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（庶ろ－15-A)
平成29年1月6日

最高裁判所事務総局総務局長殿

裁判所職員に対する加害行為等に関する報告書

(庁名） 長盟地方裁判所
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行為の概要
職員又はその家族に対する加害
それ以外の者に対する加害
自殺， 自傷
施設，物品等の損壊等
文書偽造官職名等の不正使用
逃走

裁判所構内等における犯罪行為
職員の職務遂行の妨害
その他（ ）
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6行為の態様及び被害の状況
■次のとおり 口別紙 のとおり

平成28年12月7日付け長野地方裁判所■
「本件報告書」 という。 ）記載のとおり

口追完予定

l庶務課長作成報告書（以下

行為に至る経緯
次のとおり

７
■ 口別紙 のとおり 口追完予定

本件報告書記載のとおり

裁判所の対応，
次のとおり

その結果等の行為後の事情
口別紙 のとおり
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平成28年12月7日

長野家裁裁判所事務局総務課長殿

長野地方裁判所事務局会計課長殿
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(別紙様式）
Q

裁判所職員に対する加害行為等に関する報告書

（庁名） 横浜家庭裁判所

1行為の概要 ．

I|偽造の上, ’
|提出し, ’|提出し, ’

口自殺， 自傷 ｜’ 。 ’
口施設，物品等の損壊等

■文書偽造，官職名等の不正使用
口逃走
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口裁判所構内等における犯罪行為

口職員の職務遂行の妨害
（！ その他 （ ）□

2行為の日時Ⅱ ’
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法廷，審判廷又はその周辺
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ト
行為の態様及び被害の状況

次のとおり 口別紙のとおり ’
６
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口追完予定

5までに記載のとおり

行為に至る経緯

次のとおり
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■ ロ別紙のとおり 口追完予定
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8裁判所の対応，

口次のとおり

その結果等の行為後の事情

■別紙のとおり 口追完予定
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裁判所職員に対する加害行為等に関する報告書

U王名)水戸地方裁判所|‐ ’

行為の概要

職員又はその家族に対する加害

それ以外の者に対する加害

自殺， 自傷

施設，物品等の損壊等

文書偽造，官職名等の不正使用

逃走

裁判所構内等における犯罪行為

職員の職務遂行の妨害

その他 （ ）
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6行為の態様及び被害の状況

■次のとおり 口別紙のとおり 口追完予定
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7行為に至る経緯

■次のとおり 口別紙のとおり 口追完予定

（
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8裁判所の対応，その結果等の行為後の事情

■次のとおり ロ別紙のとおり 口追完予定
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裁判所職員に対する加害行為等に関する報告書

(庁名） 前橋地方裁判所

ローロー ーーⅡ批一

1行為の概要

■職員又はその家族に対する加害

□それ以外の者に対する加害

口自殺， 自傷

口施設，物品等の損壊等

口文書偽造，官職名等の不正使用

口逃走

口裁判所構内等における犯罪行為

口職員の職務遂行の妨害

□その他（ ）
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び被害の状況６
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口別紙のとおり
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(別紙様式）

裁判所職員に対する加害行為等に関する報告書

(庁名） 千葉地方裁判所

錨務局

ぐ
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1行為の概要

■職員又はその家族に対する加害

□それ以外の者に対する加害

口自殺， 自傷

口施設物品等の損壊等

口文書偽造，官職名等の不正使用

口逃走

口裁判所構内等における犯罪行為

■職員の職務遂行の妨害

□その他 （ ）
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害の状況

口別紙のとおり
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裁判所職員に対する加害行為等に関する報告書

(庁名）和歌山地方裁判所
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行為の概要

職員又はその家族に対する加害

それ以外の者に対する加害

自殺， 自傷

施設，物品等の損壊等

文書偽造，官職名等の不正使用

逃走

裁判所構内等における犯罪行為

職員の職務遂行の妨害

その他（ ）
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| ’行為の場所

法廷，審判廷又はその周辺

庁舎内

裁判所構内

住所（官舎を含む。 ）

その他(1 1)
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6行為の態様及ひ鞁害の状況

■次のとおり 口別紙のとおり 口追完予定

’ロ
■ ’

｜

’
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■次のとおり 口別紙のとおり 口追完予定
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裁判所職員に対する加害行為等に関する報告書

(庁名） 和歌山地方裁判所

朧厭1|古暮實受震の家族に対する加害
□それ以外の者に対する加害

口自殺， 自傷

■施設，物品等の損壊等

口文書偽造官職名等の不正使用

口逃走

口裁判所構内等における犯罪行為

口職員の職務遂行の妨害

□その他（

照 た。
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『行為の場所

法廷，審判廷又はその周辺
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その他I I)
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6行為の態様及び被害の状況

■次のとおり 口別紙のとおり 口追完予定
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(別紙様式）

裁判所職員に対する加害行為等に関する報告書

=』亜』広島塞庭裁判商
行為者は, l - －－行為の概要

職員又はその家族に対する加害

それ以外の者に対する加害

自殺， 自傷

施設，物品等の損壊等

文書偽造，官職名等の不正使用
逃走

裁判所構内等における犯罪行為

職員の職務遂行の妨害
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裁判所職員に対する加害行為等に関する報告書
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1 行為の概要

口職員又はその家族に対する加害

□それ以外の者に対する加害

口自殺

口施設
，
，

自傷

物品等の損壊等

■文書偽造，官職名等の不正使用

口逃走

口裁判所構内等における犯罪行為

口職員の職務遂行の妨害

□その他 （ ）

■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■文書が交付された｡いずれの文書
においても■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■裁判所において作成したものと
は内容的にも異なっている。

じ づ8
甸己

2行為の日時 I■■

3行為の場所

）

法廷，審判廷又はその周辺

庁舎内

裁判所構内

住居（官舎を含む。 ）

その他（■■■■■■■■■

｜
｜
｜
｜
｜
｜
’

4行為者

事件関係者

傍聴人

不明

その他(■■■■）

｜
’

i 被害者，被害施設等

’
裁判官

その他の職員

司法修習生

事件関係者

傍聴人

職員の家族

庁舎

住居（官舎を含む。 ）

裁判所のその他の施設

物品，文書等

その他(■■■■■■■）

別添1から5のとおり
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行為の態様及び被害の状況

次のとおり 口別添第1のとおり ロ追完予定
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行為に至る経緯

次のとおり 口別添第1のとおり

７
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口追完予定

上記6のとおり

１
１

8裁判所の対応，その結果等の行為後の事情

■次のとおり 口別添第2のとおり 口追完予定
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裁判所職員に対する加害行為等に関する報告書

U宝名） 神戸家庭裁判所’－1

行為の概要

職員又はその家族に対する加害

それ以外の者に対する加害

自殺， 自傷

施設，物品等の損壊等

文書偽造，官職名等の不正使用

逃走

裁判所構内等における犯罪行為

職員の職務遂行の妨害

その他 （

１
口
□
ロ
ロ
□
□
□
口
画
一

’

|暴行を加えよう

（

2行為の日時「
3 ’

’ ’
庁舎内

裁判所構内 ’

住居（官舎を含む。 ）

その他 （ ）

4 ’
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’

傍聴人

不明

その他 （ ）
篭 ■■■■■■■■■

■
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裁判官 I ’
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司法修習生

事件関係者 ’
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傍聴人

職員の家族

庁舎

住居（官舎を含む。 ）
q＝

裁判所のその他の施設

物品，文書等

|）その他 （
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び被害の状況

口別紙のとおり

6行為

回次の

の態様及

とおり

－

口追完予定
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7行為に至る経緯

団次のとおり 口別紙のとおり 口追完予定
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8裁判所の対応，その結果等の行為後の事情

団′次のとおり 口別紙のとおり 口追完予定
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